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令和６年度神奈川県食品衛生監視指導計画に基づく実施結果 

 

１ はじめに 

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第24条第1項の規定により策定した「令和６年度

神奈川県食品衛生監視指導計画」（以下「計画」という。）に基づき、食品衛生に関する

監視指導を実施し、その結果について取りまとめました。 

 

２ 計画実施区域と実施期間 

実施区域 
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市（寒川町

を含む。）を除く県の区域 

実施期間 令和６年４月１日から令和７年３月31日までの１年間 

 

３ 監視指導の実施体制 

⑴ 監視指導の実施機関 

生活衛生課 

（食品衛生グループ及び食品監視グループの食品衛生監視

員） 

○計画の策定及び公表並びに関係機関との連絡調整を行いま

した。 

○県民に対し食品衛生に関する情報提供を行いました。 

○食品表示法（平成25年法律第70号）に基づく食品関連事業

者の監視指導を行いました。 

保健福祉事務所 

(４センターを含

む。以下同じ。) 

（食品衛生監視員） 

○食品衛生法に基づく食品営業施設及び食品表示法に基づく

食品関連事業者の監視指導並びに食品等の収去を行いまし

た。 

食肉衛生検査所 

（と畜検査員） 

○と畜場法に基づく監視指導を行いました。 

（食鳥検査員） 

○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２

年法律第70号）に基づく監視指導を行いました。 

（食品衛生監視員） 

○食品衛生法に基づく食品営業施設（と畜場に併設した食品

営業施設に限る。）の監視指導及び食品等（と畜場及び食鳥

処理場でと畜処理、解体等をした食肉、食鳥肉に限る。）の

収去を行いました。 
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⑵ 検査の実施機関 

衛生研究所 

○食品等の検査を行いました。 

○業務管理基準の遵守及び信頼性確保部門による内部点検の

実施並びに外部精度管理調査の定期的受検により食品等検

査の信頼性を確保しました。 

食肉衛生検査所 

○と畜場及び食鳥処理場で収去した食肉、食鳥肉の検査を行

いました。 

○衛生研究所と同様に業務管理基準の遵守等により食品検査

の信頼性を確保しました。 

 

４ 重点監視指導事業 

⑴ 食中毒予防対策 

ア 食肉の生食等による食中毒予防対策 

(ｱ) 食肉を生食用又は加熱が不十分な状態で提供する食品等事業者に対し、生食用

食肉の規格基準や衛生基準及び牛の肝臓や豚の食肉の規格基準の遵守について指

導を行いました。 

(ｲ) 食品等事業者に対し、生食に関する規制のない鶏肉、野生鳥獣肉（ジビエ）等

を生食用又は加熱が不十分な状態で提供しないことについて指導を行いました。 

(ｳ) 食品等事業者に対し、調味料に浸潤させる処理・結着させる処理等の特定の加

工処理を行った食肉を十分に加熱すること及び消費者が自ら加熱する場合にも、

営業者が消費者に対して注意喚起をすることについて指導を行いました。 

イ ノロウイルスによる食中毒予防対策 

(ｱ) 給食施設、宿泊施設、仕出し屋、弁当屋等の調理施設について重点的に監視指

導を行い、特に学校、社会福祉施設、保育所等の給食施設については、衛生管理

の指導を強化しました。（業種別監視件数は別表） 

(ｲ) 従事者の手指等を介しての食品へのノロウイルスの汚染を防ぐため、食品衛生

責任者実務講習会や監視時等において、調理従事者の健康管理の徹底や手洗の励

行及びカキ等の二枚貝の衛生的取扱いや十分な加熱調理について指導を行いまし

た。 

ウ 寄生虫による食中毒予防対策 

魚介類の生食に関係する飲食店、魚介類販売店等の調理施設について、重点的に

監視指導を行い、食品衛生責任者実務講習会や監視時等において、冷凍処理、加熱

処理が有効であること、また、アニサキスに関して、除去の徹底や早めの内臓の除

去について指導を行いました。 

エ 腸管出血性大腸菌による食中毒予防対策 

高齢者、若齢者及び抵抗力の弱い人が利用する給食施設等について、重点的に監

視指導を行い、浅漬けなど加熱せずに喫食する野菜等を加工する施設に対して衛生

管理の指導を行いました。 

オ 持ち帰り・宅配食品による食中毒予防対策 

(ｱ) 食品の持ち帰りや宅配等のサービスを提供する施設に対して、持ち帰りに適し
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たメニューを選定し、施設設備の規模に応じた提供食数とすることについて指導

を行いました。 

(ｲ) 中心部まで十分に加熱し、製品の適切な温度管理（10℃以下又は65℃以上での

保存）を行うことについて指導を行いました。 

(ｳ) 消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等により情報提供す

ることについて指導を行いました。 

⑵ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に関する指導 

食品等事業者に対し、営業施設の監視指導、食品衛生責任者実務講習会等におい

て、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理について、導入後の運用状況の確認を行い、適正

に実施されるよう助言・指導を行いました。 

⑶ 輸入食品衛生対策 

ア 輸入食品の検査 

検疫所等における違反事例や流通実態を参考として、残留農薬、動物用医薬品、

指定外添加物等の検査を行いました。 

食品名 検査項目 検体数 違反数 

食肉 

農薬 6 0 

動物用医薬品 14 0 

抗生物質 14 0 

ハチミツ 
動物用医薬品 6 0 

抗生物質 4 0 

食肉製品 成分規格 11 0 

柑橘類等 防ばい剤 12 0 

魚介類 

動物用医薬品 10 0 

抗生物質 7 0 

貝毒 1 0 

ナチュラルチーズ 病原性微生物 9 0 

香辛料等 カビ毒 6 0 

農産物 農薬 29 0 

冷凍食品、清涼飲料水等 成分規格 36 0 

その他の食品 

指定添加物 140 0 

指定外添加物 96 1 

組換え遺伝子 5 0 

計 406 1 

イ 輸入食品を取り扱う施設の監視指導 

輸入食品を取り扱う施設において、使用、販売されている食品表示の点検を行い、

適正な表示が徹底されるよう監視指導を行いました。 

⑷ 適正な食品表示の徹底 

食品の表示が食品表示法に基づき適正になされるよう、食品等事業者に対し、使用

原材料の点検及び製造工程における管理について指導を行うとともに、流通している

食品の検査を行いました。 
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検査項目 検査食品 検体数 違反数 

特定原材料（卵） その他の食品等 20 0 

組換え遺伝子 

ばれいしょ加工品 10 0 

大豆 3 0 

サケ加工品 8 0 

 

５ 立入検査及び収去検査 

⑴ 年間立入検査 

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を推進するため、計画の業種別立入検査回数に基づき、

保健福祉事務所ごとに年間立入検査の計画を策定し、監視指導を実施しました。 

また、県外に流通する食品を製造する大規模製造施設、大規模調理施設等に対して

は重点的な監視指導を実施しました。 

全体では、16,334件の立入検査を実施し、その内、大規模施設は532件の立入検査を

実施しました。 

なお、許可営業、届出営業等の業種別の立入検査状況は、別表のとおりです。 

ア 立入検査 

区  分 
実  績 

施設数 立入検査 

許可営業施設 26,109 13,390 

届出営業施設 

（条例許可営業施設を含む） 
11,360 2,665 

と畜場 1 251 

食鳥処理場 4 18 

届出食肉販売業 2 10 

合 計 37,476 16,334 

イ 大規模製造、調理施設等立入検査（アの内数） 

区  分 
実  績 

施設数 立入検査 

大規模製造施設 131 219  

大規模調理施設 245 313  

合 計 376  532 

⑵ 食品衛生総点検 

ア 食品衛生夏期総点検 

７月１日から８月30日までの間、立入検査を4,172施設、食品等の検査を292検体

実施しました。その結果、違反は３件（いずれも基準値を超える抗菌性物質の検出）

でした。 

(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f6576/p842119.html) 

イ 食品衛生年末総点検 

12月２日から12月27日までの間、立入検査を1,163施設、食品等の検査を104検体

実施しました。 

(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f6576/r6soutenken.html) 
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⑶ 食品等の収去検査等 

県所管域内で製造された食品等及び県所管域内に流通する食品等について、食品衛

生法に定める規格基準等に適合しているかを確認するため、収去検査等を実施しまし

た。 

全体では、1,411検体の計画に対し、1,423検体（100.8%）の収去検査等を実施しま

した。その結果、４件の違反食品が発見されました。 

 食品名 検査項目 
収去検体 

計画数 

収去等 

検体数 
違反数 

県
所
管
域
内
製
造
食
品 

食肉 抗生物質、動物用医薬品、農薬 695  696 3 

食肉製品 微生物、食品添加物等 10 10 0 

魚肉練り製品 微生物、食品添加物 10 10 0 

乳、乳製品 微生物、動物用医薬品、農薬等 14  14 0 

清涼飲料水 微生物、食品添加物、重金属等 7 7 0 

その他の県所管域内製造食品等 
微生物、食品添加物等 107  104 0 

放射性セシウム 4 4 0 

小  計 847       845      3 

輸
入
食
品 

食肉、ハチミツ 農薬、抗生物質、動物用医薬品 44  44 0 

食肉製品 微生物、食品添加物等 11  11 0 

魚介類 農薬、抗生物質、動物用医薬品 17  18 0 

農産物 農薬、防ばい剤 41  41  0 

香辛料等 カビ毒 6  6  0 

遺伝子組換え食品 組換え遺伝子 - 5 0 

おもちゃ 重金属 0 0  0 

その他の輸入食品 食品添加物、指定外添加物等 270  281 1 

小  計 389   406  1  

所
管
域
外
製
造
食
品
等 

食肉、鶏卵 抗生物質、動物用医薬品 23  23  0 

食肉製品 微生物、食品添加物 0  0 0 

魚介類 抗生物質、動物用医薬品等 9   8 0 

魚肉練り製品 微生物、食品添加物 0  0 0 

生食用かき 微生物 2 2  0 

乳、乳製品 微生物、動物用医薬品等 45  45  0 

農産物 農薬、重金属 45 45 0 

冷凍食品 微生物 0  0 0 

清涼飲料水 微生物、食品添加物等 0  0  0 

遺伝子組換え食品 組換え遺伝子 21  16  0 

アレルゲン含有食品 特定原材料 20 20  0 

その他の県所管域外製造食品等 
微生物、食品添加物等 0 3 0 

放射性セシウム 10 10 0 

小  計 175 172 0 

合  計 1,411 1,423 4 

 

６ と畜場の衛生対策及びＢＳＥ対策 

( 1 ) と畜場の衛生対策 

と畜場設置者等に対して、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理が適切に実施されているこ

との確認を行うとともに、自主管理の推進を図りました。 

と畜場が行う施設設備の衛生管理の適切な実施の確認及び併設された食品営業施設

での衛生管理、個体識別管理の徹底等、一貫した監視指導を行いました。 

また、施設の衛生管理の実施状況を確認するため、枝肉、施設等の細菌検査を実施

し、衛生管理の徹底を指導しました。 
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⑵ ＢＳＥ対策 

安全な食肉を供給するため、検査が必要であると判断した牛を対象にＢＳＥ検査を

実施するとともに、と畜場における牛の月齢等による分別管理、特定部位の除去及び

焼却等、ＢＳＥ対策が適切に行われるよう監視指導を行いました。なお、ＢＳＥ検査

の対象牛はいませんでした。 

ＢＳＥスクリーニング検査頭数 陰性頭数 陽性頭数 

０頭 ０頭 ０頭 

 

７ 違反食品等への対応 

⑴ 違反施設 

食中毒の原因施設のうち、許可営業施設７件に対し営業禁止の措置を講じ、改善指

導を行い、改善が図られたことを確認しました。 

なお、違反し処分した施設について公表しました。 

⑵ 違反食品 

収去検査で発見した違反食品は、次のとおり４件ありました。違反食品については、

回収命令、販売禁止命令や他自治体へ通報を行い、違反食品が流通しないようにしま

した。 

食品分類 品名 件数 違反内容 

菓子類 その他の菓子 １ 指定外添加物ＴＢＨＱの検出 

肉卵類及びその加

工品（食肉） 
豚の腎臓 １ 

基準値を超える抗菌性物質（ドキシ

サイクリン）の検出 

肉卵類及びその加

工品（食肉） 
豚の筋肉 １ 

基準値を超える抗菌性物質（ドキシ

サイクリン）の検出 

肉卵類及びその加

工品（食肉） 
豚の腎臓 １ 

基準値を超える抗菌性物質（ドキシ

サイクリン）の検出 

 

８ 食中毒等健康危害発生時の対応 

⑴ 「神奈川県食中毒処理要領」（平成11年10月１日制定）に基づき、平常時における体

制を整備するとともに、発生時においては関係部局や関係自治体と連携を図り、調査

を実施しました。 

令和６年度の食中毒発生件数及び患者数は、16件208人でした。 

 

ア 原因施設別発生状況 

区分 件数 患者数 

飲食店 12 156 

旅館 3 51 

その他 1 1 

合 計 16 208 
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イ 月別発生状況 

月 件数 患者数 病因物質 

５月 2 6 アニサキス、ノロウイルス 

６月 1 1 植物性自然毒 

７月 2 2 アニサキス 

８月 2 95 ウエルシュ菌、アニサキス 

10月 2 10 カンピロバクター・ジェジュニ 

１月 2 20 ノロウイルス、不明 

２月 3 36 アニサキス、ノロウイルス 

３月 2 38 カンピロバクター・ジェジュニ、ノロウイルス 

合計 16 208  

ウ 病因物質別発生状況 

病因物質 件数 患者数 

アニサキス 6 6 

ノロウイルス 4 70 

カンピロバクター・ジェジュニ 3 21 

ウエルシュ菌 1 94 

植物性自然毒 1 1 

不明 1 16 

合 計 16 208 

⑵ 食中毒予防の観点から、食中毒発生状況等について食品等事業者及び県民への情報

提供を行うとともに、健康被害の拡大防止のため必要な情報について速やかに公表を

行いました。 

 

９ 食品等事業者の自主管理の推進 

食品等事業者に対し、立入検査や食品衛生責任者実務講習会等を通してＨＡＣＣＰに

沿った衛生管理の適正な運用について指導を行い、食品営業施設等のさらなる衛生水準

の向上及び自主管理の推進を図りました。 

公益社団法人神奈川県食品衛生協会が実施する食品衛生指導員による巡回指導等自主

的な衛生管理をさらに推進するための事業について、指導、支援を行い、また、知事の

指定する食品衛生責任者養成講習会の実施について、適切な助言、指導を行い円滑な運

営を支援しました。 

食品衛生法第58条及び食品表示法第10条の２に基づく食品等の自主回収の届出があっ

た場合は、再発防止や消費者への適切な情報提供について指導を行うとともに、必要に

応じて食品衛生法上の指導を行いました。 

 

10 県民との意見交換及び情報提供 

⑴ 計画実施状況の公表 

食品営業施設等への立入検査状況及びその結果並びに食品等の収去検査結果につい

て、県のホームページで公表しました。 

⑵ 食品衛生情報の提供 

ア リーフレット、ホームページ等を活用した情報提供を行いました。 
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イ 食品等の収去検査結果、発見した違反食品等に対する調査結果及び措置状況につ

いてホームページ等を通じて公表しました。 

ウ 県民を対象とした「かながわ食の安全・安心基礎講座」、「食品表示セミナー」、「食

の安全・安心ラボ」を開催し、情報提供を行いました。 

⑶ 食中毒の注意喚起と予防に関する知識の普及啓発 

ア 食中毒多発期の前に、食品等事業者に対する講習会を開催するとともに、ホーム

ページ等を活用し、食品等事業者及び県民に対し食中毒予防に関する知識の普及啓

発を図りました。 

イ ８月の１か月を食品衛生月間と定めるとともに、同月の１日又は第１月曜日から

１週間を食中毒予防週間とし、食品衛生知識の普及啓発に努めました。 

食品衛生月間 
８月１日から８月31日 

期間中の食中毒：２件95人 

食中毒予防週間 

８月１日から８月７日及び 

８月５日から８月11日 

期間中の食中毒：１件94人 

ウ ノロウイルスを原因とする食中毒が発生しやすい冬期には「ノロウイルス食中毒

警戒情報」を発令することにより、食品等事業者や県民に対して注意を喚起し、危

害発生の未然防止を図りました。 

ノロウイルス 

食中毒警戒情報 

発令期間：12月23日から３月31日まで（99日間） 

期間中のノロウイルス食中毒：３件65人 

エ 県民を対象とした周知等の機会を活用し、野生鳥獣肉（ジビエ）を含めた食肉の

生食のリスク、魚介類の生食による寄生虫予防対策等、食品衛生上の情報を提供し

ました。 

⑷ 県民への情報提供と意見交換の実施 

県民の関心が高いテーマについて県民にわかりやすく情報提供し、意見交換を行う

「かながわ食の安全・安心キャラバン」を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

11 国、他の自治体等との連携体制 

国、他自治体等と会議を開催し、協議、情報交換等を行いました。 

 会議名 開催月日 参加者等 

国 

との連携 
輸入食品衛生連絡会 ８月１日(木) 

横浜検疫所、東京検疫所川

崎検疫所支所、 

県内保健所設置六市 

他自治体

との連携 

全国食品衛生主管課長

連絡協議会 
６月７日(金) 

各都道府県、保健所設置市、

特別区 

関東甲信越広域連携協

議会 
７月25日（木） 

関東甲信越静各都県、保健

所設置市 

関東甲信越静ブロック

食品衛生主管課長会議 
９月６日(金) 

関東甲信越静各都県、保健

所設置市 

県内 

自治体 

との連携 

県・保健所設置六市食

品衛生担当者会議 

８月１月(木) 

２月13日(木) 
県内保健所設置六市 

県農政担当者及び県･

保健所設置六市食品衛

生担当者連絡会議 

１月24日(金) 

環境農政局（農業振興課、

畜産課、水産課）、 

県内保健所設置六市 

庁内にお

ける連携 

神奈川県食の安全・安

心推進会議 
３月24日（月） 

健康医療局担当副知事、環

境農政局長、健康医療局長、

くらし安全防災局長、福祉

子どもみらい局長、産業労

働局長、教育局長 

神奈川県食の安全・安

心推進会議 

幹事会 

７月31日（水） 

10月22日（火） 

１月20日（月） 

１月28日（火） 

３月10日（月） 

幹事会 

作業部会（残留農薬、食品

表示、リスクコミュニケー

ション、放射能） 

 

12 食品衛生に係る人材の育成 

⑴ 食品衛生監視員等の人材育成 

食品衛生監視員研修及び食肉衛生技術研修等を開催したほか、関係機関による研修

等にも参加しました。 

区  分 参加回数 延参加人数 

自主開催 15 248 

他関係機関開催 15 102 
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⑵ 食品等事業者等の人材育成 

食品等事業者、食品衛生管理者、食品衛生責任者等に対する講習会を定期的に開催

することにより、食品衛生情報の提供を行い、人材の育成を図りました。 

また、食品関係団体等の中で、自主的な衛生管理について食品等事業者に対して助

言、指導ができる人材の育成を支援しました。 

 

 

 

 

 

 

13 調査研究等 

７月５日(金)、衛生監視員等研究発表会を開催し、食品衛生の課題について研究結果

の共有化を図りました。また、食品衛生法で基準が定められていない物質等による食品

の汚染実態調査を以下のとおり行いました。 

・ 神奈川県内に流通するチョコレート中のオクラトキシンA汚染実態調査について 

  

区分 開催回数 延受講人員 

食品衛生責任者 
会場 99 4,722 

動画  3,443 

従事者等 34 1,369 

消費者 20 753 

合  計 153 10,287 
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食品関係営業施設数及び監視状況(改正前の食品衛生法業種を含む) 

業   種 
業種別立入検査回数 

 
施設数 監視件数 

許可営業 

飲食店営業 

仕出し屋、弁当屋、季節営業、生又

は加熱不十分な食肉等を提供・販売

する施設 

１～２ 1,176 1,151 

給食 １～２ 1,281 539 

その他 ２～実情に応じて 18,463  8,565 

調理の機能を有する自動販売機(喫茶店営業を含む) 実情に応じて 443 78 

食肉販売業 ２～実情に応じて 430 476 

魚介類販売業 実情に応じて 555 499 

魚介類競り売り業 ２ 9 20 

乳処理業 １ 11 10 

食肉処理業 １～２ 113 332 

菓子製造業(あん類製造業含む) １ 2,053 840 

アイスクリーム類製造業 １ 53 34 

乳製品製造業(乳酸菌飲料製造業含む) １ 41 32 

清涼飲料水製造業(生乳を使用しない乳酸菌飲料製造業を含

む) 
１ 50 37 

食肉製品製造業 １ 51 50 

水産製品製造業(魚肉練り製品製造業含む) １ 195 90 

氷雪製造業 １ 5 6 

液卵製造業 １ 0 0 

食用油脂製造業 １ 17 11 

みそ又はしょうゆ製造業 １ 35 11 

酒類製造業 １ 41 10  

豆腐製造業 １ 45 29 

納豆製造業 １ 6 2 

麺類製造業 １ 60 35 

そうざい製造業 １ 516 255 

複合型そうざい製造業 ２～実情に応じて 9 14 

冷凍食品製造業(食品の冷凍又は冷蔵業を含む) １ 37  30  

複合型冷凍食品製造業 ２～実情に応じて 1  0  

漬物製造業 １ 232 101 

密封包装食品製造業(缶詰又は瓶詰食品製造業、及びソース

類製造業の一部を含む) 
１ 169 91 

食品の小分け業 １ 55 29 

添加物製造業 １ 20 13 

許可営業施設小計   26,109 13,390  

営業届 

販売業 実情に応じて 9,461 1,551 

製造加工業 

製造・加工業（魚介類加工業、海藻類の加

工業含む） 
１ 935 251 

器具、容器包装の製造業 １ 40 4 

上記以外のも

の 

集団給食施設 １～２ 837 452 

その他 １～実情に応じて 87 407 

営業届施設小計   11,360 2,665  

合  計   37,469 16,055  

 

 

別表 


